
のを現に算定している患者に限る。）について、所定点数に加算する。ただし、区

分番号Ａ２４７に掲げる認知症ケア加算１は別に算定できない。

Ａ２３１ 削除

Ａ２３１－２ 強度行動障害入院医療管理加算（１日につき） 300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者（

第１節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち

、強度行動障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る

。）であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、

所定点数に加算する。

Ａ２３１－３ 重度アルコール依存症入院医療管理加算（１日につき）

１ 30日以内 200点

２ 31日以上60日以内 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関に入院している患者（第１節の入院基本料（特別入院基本料

等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、重度アルコール依存症入院医療管理

加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）であって別に厚生労働大

臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日

を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

Ａ２３１－４ 摂食障害入院医療管理加算（１日につき）

１ 30日以内 200点

２ 31日以上60日以内 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関に入院している患者（第１節の入院基本料（特別入院基本料

等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定で

きるものを現に算定している患者に限る。）であって別に厚生労働大臣が定めるも

のに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として

、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

Ａ２３２ がん拠点病院加算（入院初日）

１ がん診療連携拠点病院加算

イ がん診療連携拠点病院 500点

ロ 地域がん診療病院 300点

２ 小児がん拠点病院加算 750点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機

関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者（第１節の入院基本料

（特別入院基本料等を除く。）、第３節の特定入院料又は第４節の短期滞在手術

等基本料のうち、がん拠点病院加算を算定できるものを現に算定している患者に

限る。）について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算

する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情

報を用いたがん医療を提供する保険医療機関に入院している患者については、が

んゲノム拠点病院加算として、250点を更に所定点数に加算する。

Ａ２３３ 削除

Ａ２３３－２ 栄養サポートチーム加算（週１回） 200点

注１ 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を

要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の

保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、

当該患者（第１節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定

入院料のうち、栄養サポートチーム加算を算定できるものを現に算定している患
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者に限る。）について、週１回（療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精

神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料（結核病棟又は精神病棟に限る。

）を算定している患者については、入院した日から起算して１月以内の期間にあ

っては週１回、入院した日から起算して１月を超え６月以内の期間にあっては月

１回）に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号Ｂ００１の10に

掲げる入院栄養食事指導料、区分番号Ｂ００１の11に掲げる集団栄養食事指導料

及び区分番号Ｂ００１－２－３に掲げる乳幼児育児栄養指導料は別に算定できな

い。

２ 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保

険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局長等に届け出たものについては、注１に規定する届出の有無にか

かわらず、当該加算の点数に代えて、栄養サポートチーム加算（特定地域）とし

て、100点を所定点数に加算することができる。

３ 注１の場合において、歯科医師が、注１の必要な診療を保険医等と共同して行

った場合は、歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数に加算する。

Ａ２３４ 医療安全対策加算（入院初日）

１ 医療安全対策加算１ 85点

２ 医療安全対策加算２ 30点

注１ 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者（第１

節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）、第３節の特定入院料又は第４節

の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定

している患者に限る。）について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り

それぞれ所定点数に加算する。

２ 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関（特

定機能病院を除く。）に入院している患者については、当該基準に係る区分に従

い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 医療安全対策地域連携加算１ 50点

ロ 医療安全対策地域連携加算２ 20点

Ａ２３４－２ 感染防止対策加算（入院初日）

１ 感染防止対策加算１ 390点

２ 感染防止対策加算２ 90点

注１ 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者（第１

節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）、第３節の特定入院料又は第４節

の短期滞在手術等基本料のうち、感染防止対策加算を算定できるものを現に算定

している患者に限る。）について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り

それぞれ所定点数に加算する。

２ 感染防止対策加算１を算定する場合について、感染防止対策に関する医療機関

間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、感染

防止対策地域連携加算として、100点を更に所定点数に加算する。

３ 感染防止対策加算１を算定する場合について、抗菌薬の適正な使用の支援に関

する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、抗菌薬適

正使用支援加算として、100点を更に所定点数に加算する。

Ａ２３４－３ 患者サポート体制充実加算（入院初日） 70点

注 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
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